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1.　本 研究は京阪神とい う過重 なほどの人 口密集地帯

に位 置する諸都市すなわち衛星都 市， ベッドタウンとい

われる新興 諸都市を含めた大中小 都市 を数年 間に わたっ

て調査した児童公園 の消長 を数的 に現 わそ うとし たも の

である。 ただ本調査に当た ってそ れぞれ の都市 によ り多

少領域的 に解釈の差違があ り，数学 の公式 のよ うな結果

は出なかった。

2･　資料としては年年各 都市 から出 される市勢要覧を

はじ め，公園緑地協会機 関誌， 近服都市統計要If. 各新

聞社 発行 の年鑑 などを用い てその基礎とした。

3.　断定的結論 はまだ出 せない が各 都市とも，日本国

憲法，地方 自治法 ，児童 福祉法な ど の 関係法規を はじ

め，児童憲章 に盛 られた理 想にはほど遠く，いずれもそ

の最低線 かそれ以 下を下 回わるあたりを彷徨してい る感

を深 くし た。 学究 の徒 とし てこれに批 判的所説を加え一

般的に世論換 起の一 助とし たかったが，現在の段階では

まだそこ までい たらず， 隔靴掻 掠の感 を深 くした。付加

す るが本調査 はい ずれも公 営児 童公園あるいは遊び場を

指し，百貨店屋上 の児童遊 園などの営業 用のもの，学校

所有のものは除外してい る。


